
１住宅当たり㎡

ストックシェア

全体平均
93.0㎡

129.3㎡

戸建

75.1㎡

共同建

給与住宅
公営の借家

都市再生機構住宅・公社の借家

民営借家

45.6㎡

52.8㎡ 51.5㎡
51.0㎡

住宅総数に
占める割合

持持家家 33,,227722万万戸戸 借借家家 11,,990066万万戸戸

111100万万戸戸 7755万万戸戸 11,,553300万万戸戸

持持家家：：借借家家 ＝＝ ６６：：４４

50.4%

（戸建）

10.6%

（共同建）

2.1%

（給与住宅）

3.6%

（公営）

1.4%

（都市再生機構・公社）

28.5%

（民営借家）

22,,770011万万戸戸 557711万万戸戸

61.0% 35.6%

出典：総務省「平成30年住宅・土地統計調査」

持持家家 33,,992200百百万万㎡㎡ 借借家家 889922百百万万㎡㎡

78.6% 17.9%
持持家家：：借借家家 ＝＝ ８８：：２２

○ 我が国の居住されている住宅ストックは5,362万戸あり、うち６割が持家で４割が借家となっている
○ 床面積の総和の持家と借家の比率は８：２で、持家が大きく上回っている

※数値は居住世帯あり住宅総数を示す。なお、空き家等を含む住宅総数は6,241万戸。
※持家3,272万戸の内数として、「戸建」に「長屋建」分（30万戸（0.6%））が含まれている。
「その他」は含まれない。

※持家・借家の他、不詳（175万戸（3.3％））がある。

戸数

床面積

(119.8㎡/戸) (46.8㎡/戸)

119922万万戸戸
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○ 住宅リフォーム市場規模は約8.1兆円（2022年）と推計されている

住住宅宅リリフフォォーームムのの市市場場規規模模（（推推計計））のの推推移移

出典：（財）住宅リフォーム・紛争処理支援センターによる推計
＜注１＞ 推計には、分譲マンションの大規模修繕等共用部分のリフォーム、賃貸住宅所有者による賃貸住宅のリフォーム、外構等のエクステリア工事は含まれない
＜注２＞ 「広義のリフォーム」は、戸数増を伴う増築・改築工事費と、リフォーム関連の家庭用耐久消費財、インテリア商品等の購入費を加えた金額

11..2222 11..2266 11..3300 11..3355 11..2200 11..2222 11..1188 11..2211 11..0022 00..9955 00..8855 00..7766 00..7755 00..7711 00..6677 00..6699 00..6699 00..7700 00..5544 00..5566 00..4422 00..4422 00..4433 00..4422 00..5544 00..5566 00..4488 00..5511 00..4455 00..4444 00..4433 00..4400 00..4422 00..4411 

22..1188 22..3333 
22..7766 

33..0077 
22..9988 

33..3322 

44..1111 
44..5533 

44..4422 
44..0000 44..2288 44..5544 44..4488 

44..9900 44..7777 
44..3366 44..6600 

44..1111 44..1166 44..2200 
33..9988 

44..6600 44..8822 55..0011 

55..5566 55..5500 55..4455 
55..1111 55..3300 55..2288 

55..6600 55..6666 
66..0088 

66..4455 

55..7788 

66..1133 

66..7755 
77..0066 66..9933 

77..5522 

88..1122 

99..0066 

88..0066 

77..2277 
77..4499 77..4455 

77..1199 77..3311 
77..0011 

66..5566 
66..7799 

66..2222 
55..9977 66..0066 

55..6611 

66..3377 66..5500 
66..7733 

77..4499 77..3377 
77..0099 

66..8822 66..8877 66..9900 

77..2277 77..3311 
77..6644 

88..0077 

33..4400 
33..5599 

44..0066 

44..4422 
44..1188 

44..5544 

55..2299 

55..7744 
55..4444 

44..9955 
55..1133 

55..3300 55..2233 

55..6611 
55..4444 

55..0055 
55..2299 

44..8811 44..7700 44..7766 

44..4400 

55..0022 
55..2255 

55..4433 

66..1100 66..0066 55..9933 
55..6622 55..7755 55..7722 

66..0033 66..0066 

66..5500 

66..8866 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

'89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21 '22

（兆円）

（年）

設備等の修繕維持費

増築・改築工事費

広義のリフォーム金額

出典 ： 平成30年住宅・土地統計調査（総務省）
※ 建築時期等が不詳であるものについては按分して加算
※ 建築時期が昭和５５年以前の「耐震性不足」とされているストック数については、国交省推計による建て方別の耐震割合をもとに算定
※ 「バリアフリーを満たす」とは、住宅・土地統計調査データより、高度のバリアフリー（段差のない室内＋２か所以上の手すり＋住居内を車いすで移動可能）を満たしている住宅について集計
※ 「省エネを満たす」とは、平成４年省エネルギー基準を達成しているものとし、国交省推計による建築時期別の達成割合をもとに算定
※ 「建築中ほか」とは、「建築中の住宅」及び「一時現在者のみの住宅（昼間だけ使用している住宅等）」

○ 現在、人が居住している住宅ストック（約5360万戸）は昭和55年以前に建築された耐震性能不足等の住宅が約1300
万戸あるほか、昭和56年以降に建築された住宅も、バリアフリーや省エネ性能が不十分な住宅が多数あり、このままで
は将来に継承していくことができない。

○ 耐震性不足等の住宅は新築・建替えによって、また、バリアフリーや省エネ性能が不十分な住宅はリフォーム等によって、
将来世代に継承できる良質な住宅の供給を推進する。

○ こうした「新築・建替え」と「リフォーム」、さらに「空き家対策」を加えた３本柱の施策をバランスよく講じていく必要。

将来世代に
継承できる
良質な住宅
の供給

○ 空き家： 約850万戸
   賃貸用 ： 約430万戸
   売却用 ： 約 30万戸
   二次的 ： 約 40万戸
   その他 ： 約350万戸

○ 建築中ほか：約30万戸

建替え等
による対応

人人がが居居住住ししてていいるる住住宅宅スストトッックク総総数数 約約5360万万戸戸

住住宅宅スストトッックク総総数数 約約6240万万戸戸

リフォーム等
による性能の向上

577万戸 1024万戸

449万戸

3万戸
50万戸

34万戸 159万戸

戸戸建建・・長長屋屋建建等等（（2,670万万戸戸））
102
万戸

（1,407万戸）

バリアフリー・省エネ
をどちらか満たす

バリアフリー・省エネを
いずれも満たさない

（約2,100万戸） （約1,300万戸）

空き家など

（約880万戸）
（約1,700万戸）

（約230万戸）

バリアフリー・省エネをいずれも満たす

昭和55年
以前建築

戸戸建建・・長長屋屋の約60%が

共共同同住住宅宅の約30%が

耐震性不足

(約700万戸)
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（％）（千戸）

（年度）

分譲住宅※１ 分譲戸建て 分譲マンション 持家※２ 借家系※３ 総着工戸数に占める持家系（持家＋分譲住宅）の割合【右目盛り】

※１・・・S63年以降は分譲戸建て、分譲マンションに分けて集計。 ※２ ・・・いわゆる注文住宅のことである。 ※３ ・・・貸家と給与住宅の合算値。

（資料）住宅着工統計（国土交通省）

第第１１次次オオイイルルシショョッックク
S48.10～～

第第２２次次オオイイルルシショョッックク
S54～～

リリーーママンンシショョッックク
H20.9

※一次取得時期は30代前半(30-34歳)とした。

東東日日本本大大震震災災
H23.3阪阪神神・・淡淡路路大大震震災災

H7.1

いざなぎ景
気

（S40.10－S45.7)

いざなみ景気
（H14.2-H20.2)

バブル景
気

（S61.11－
H3.2)

団団塊塊世世代代

一一次次取取得得時時期期

消費税導入（３％）
H元.4.1

消費税率引上
（５％） H9.4.1

建築基準法改正
H19.6.20施行

団団塊塊ジジュュニニアア世世代代

一一次次取取得得時時期期

※S24～29年度は、利用関係別に統計をとっていない。

岩戸景気
（S33.6－S36.12)

神武景気
（S29.11-S32.6)

オリンピッ
ク景気

（S37.10－
S39.10)

消費税率引上

（８％）
H26.4.1

ママイイナナスス金金利利
H28.2～～

消費税率引上
（10％）
R1.10.1

ココロロナナ
禍禍

○昭和42年度に100万戸を越えて以降、景気の影響などにより増減を繰り返しながらも、100万戸を越える水準で推移。
○リーマンショックにより大幅な減少が見られ、40年ぶりに100万戸を下回ったものの、平成21年度以降は緩やかな持ち直しの傾向が継続していた。
○令和４年度は、令和３年度とほぼ同水準だが、２年ぶりの減少（▲0.6％）となった。
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共同建・その他

既存住宅流通量（持家として取得した中古住宅数）

出典：総務省「住宅・土地統計調査」

○ 平成元年から平成30年の間、一戸建・長屋建が9.9万戸から8.1万戸に減少（▲18％）
○ 一方で、共同建は4.5万戸から7.9万戸に増加（＋76％）
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「住生活基本計画（全国計画）」

「住宅建設五箇年計画」（昭和４１年度より８次にわたり策定：８次計画は平成１７年度で終了）
５年ごとの公営・公庫・公団住宅の建設戸数目標を位置付け。

住生活基本法（平成18年法律第61号）に基づき、平成18年９月に策定され、これまでに３度、おおむね５年ごとに変更。
（平成21年3月一部変更、平成23年3月全部変更、平成28年3月全部変更）

国民の豊かな住生活の実現を図るため、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念、国等の責務、住生活基本計画の
策定等を定める。
（基本理念）
・現在及び将来の住生活の基盤となる良質な住宅の供給等
・住民が誇りと愛着を持つことのできる良好な居住環境の形成
・民間活力、既存ストックを活用する市場の整備と消費者利益の擁護及び増進
・低額所得者、高齢者、子育て家庭等の居住の安定の確保

住生活基本法の制定（平成１８年６月）

新たな住宅政策への転換
住宅の「量の確保」から住生活の「質の向上」へ

社会経済情勢の著しい変化
住宅ストックの量の充足、少子高齢化､人口減少

現行の住生活基本計画（全国計画）（令和３年３月閣議決定） 計画期間：令和３年度～12年度

（ポイント１）社会環境の変化を踏まえ、新たな日常や豪雨災害等に対応した施策の方向性を記載（目標１、２）
－新たな日常に対応した、二地域居住等の住まいの多様化・柔軟化の推進
－安全な住宅・住宅地の形成、被災者の住まいの早急な確保

（ポイント２）2050年カーボンニュートラルの実現に向けた施策の方向性を記載（目標６）
－長期優良住宅やＺＥＨストックの拡充、ＬＣＣＭ（ライフ・サイクル・カーボン・マイナス）住宅の普及を推進
－住宅の省エネ基準の義務付けや省エネ性能表示に関する規制の更なる規制の強化

我が国の省エネ関連目標と住宅・建築物分野での目標 ＜エネルギー消費の割合＞ （2019年度）

建築物分野：約3割

業務・家庭
30％

運輸
23％

産業
46％

＜部門別エネルギー消費の状況＞
我が国の最終エネルギー消費量の約３割は建築物分野。

我が国は、2050年までに、温室効果ガスの排出
を全体としてゼロにする、すなわち2050年カー
ボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す
ことを、ここに宣言いたします。

2020年10月26日菅総理（第203回臨時国会）

2030年度において、温室効果ガスを2013年度か
ら46％削減することを目指します。さらに、
50％の高みに向け、挑戦を続けてまいります。

2021年4月10日菅総理（気候サミット）

これらを踏まえて、地球温暖化対策計画並びに国連に提
出するNDC及び長期戦略を見直し。

日本の国際公約 住宅・建築物分野の目標

2050年に住宅・建築物のストック平均でZEH・
ZEB※基準の水準の省エネルギー性能が確保され
ていることを目指す。

エネルギー基本計画（R3年10月閣議決定）等

2030年度以降新築される住宅・建築物について、
ZEH・ZEB※基準の水準の省エネルギー性能の確
保を目指す。

エネルギー基本計画（R3年10月閣議決定）等月閣議決定）等エネルギー基本計画（R3年10月閣議決定）等エネルギー基本計画（ 年 月閣議決定）等

建築物省エネ法を改正し、住宅及び小規模建築
物の省エネルギー基準への適合を2025年度まで
に義務化する。

日菅総理（気候サミット）

※ZEH・ZEB：Net Zero Energy House/Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス／ビルディング）

エネルギー基本計画（R3年10月閣議決定）等

○ ・ 2050年カーボンニュートラルの実現に向け、我が国のエネルギー消費量の約３割を占める住宅・建築物
分野の取組が必要不可欠。
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住生活基本法
平成18年6月施行

住生活基本計画（全国計画）
【計画期間】 平成28年度～37年度

新たな住生活基本計画（全国計画）
【計画期間】 令和３年度～令和12年度おおむね5年毎に見直し

目標３ 子どもを産み育てやすい住まいの実現目標１ 「新たな日常」やDXの進展等に対応した
新しい住まい方の実現

○住宅内テレワークスペースの確保等、職住一体・近接、非
接触型の環境整備

○国民の新たな生活観をかなえる地方、郊外、複数地域
での居住を推進

○新技術を活用した住宅の「契約・取引」、「生産・管理」プロ
セスのDXの推進

目標６ 脱炭素社会に向けた住宅循環システムの
構築と良質な住宅ストックの形成

等

目標２ 頻発・激甚化する災害新ステージ
における安全な住宅・住宅地の形成と

被災者の住まいの確保

目標４多様な世代が支え合い、高齢者等が健康で
安心して暮らせるｺﾐｭﾆﾃｨの形成とまちづくり

目標５ 住宅確保要配慮者が安心して暮らせるセーフ
ティネット機能の整備

目標７ 空き家の状況に応じた適切な管理・除却
・利活用の一体的推進

目標８ 居住者の利便性や豊かさを向上させる
住生活産業の発展

○自治体の地域防災計画等を踏まえ、

・避難施設と連携した住宅改修や盛土等による浸水対
策の推進

・災害の危険性の高いエリアでの住宅立地を抑制

・安全な立地に誘導。既存住宅の移転の誘導

○住宅の耐風性・耐震性、レジリエンス機能の向上

○危険な密集市街地の解消

○被災者の応急的な住まいを早急に確保
等

○子育てしやすく家事負担の軽減に資するリフォームの
促進

○若年・子育て世帯のニーズもかなえる住宅取得の推進
○良質で長期に使用できる民間賃貸ストックの形成

○ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ性能・良好な温熱環境を備えた住宅整備

○住宅団地の建替え等における医療福祉等の拠点整備

○三世代同居や近居等により、多世代がつながり交流
するミクストコミュニティの形成

○公営住宅の建替え、長寿命化等のストック改善

○地方公共団体と民間団体が連携したセーフティネット
登録住宅の活用

○多様な世帯のニーズに応じてUR賃貸住宅を活用

○住宅・福祉部局の一体的・ワンストップ対応による支
援体制の確保

等

等

等

○柔軟な住替えを可能とする既存住宅流通の活性化
・既存住宅の性能等の情報を購入者に分かりやすく提示
・既存住宅の瑕疵保険充実や紛争処理体制の拡充等

○適切な維持管理・修繕、老朽化マンションの再生の円滑化

○世代をこえて取引されるストックの形成
・CO2排出量の少ない長期優良住宅、ZEHストックの拡
充、LCCM住宅の普及、省エネ基準の義務づけ等
・省エネルギー対策の強化に関するロードマップの策定
・V2Hの普及、CLTを活用した中高層住宅の木造化 等

○自治体と地域団体等が連携し、空き家の発生抑制、除
却等を推進

○中心市街地等において、空き家・空き地の一体的な活用
等による総合的な整備

○大工等の担い手の確保・育成、和の住まいの推進
○生産性・安全性の向上に資する新技術開発の促進

等

等

気候変動問題について、パリ協定、IPCC報告を踏まえ、
我が国もカーボンニュートラルを宣言し、対策が急務

① 「社会環境の変化」の視点 ② 「居住者・コミュニティ」の視点 ③ 「住宅ストック・産業」の視点

ＭＥＭＯ
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